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【手続補正書】
【提出日】平成30年1月12日(2018.1.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それを必要とする患者に投与される、尿素サイクル障害の進行を阻害するための医薬組
成物であって、有効量のグリセリルトリベンゾエート及び/又はグリセリルジベンゾエー
トを含む医薬組成物。
【請求項２】
　1日1回患者に投与される、請求項1に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　有効量が、50kgの患者に基づいた場合、1日3グラムから10グラムまでである、請求項1
に記載の医薬組成物。
【請求項４】
　薬学的に許容される担体又は賦形剤をさらに含む、請求項1に記載の医薬組成物。
【請求項５】
　経口投与される、請求項1に記載の医薬組成物。
【請求項６】
　尿素サイクル障害が、N-アセチルグルタミン酸シンターゼ、カルバモイルリン酸シンテ
ターゼ1、オルニチントランスカルバモイラーゼ、アルギニノコハク酸シンターゼ、アル
ギニノコハク酸リアーゼ、アルギナーゼ1及びそれらの任意の組合せからなる群から選択
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される、請求項1に記載の医薬組成物。
【請求項７】
　それを必要とする患者に投与される、神経変性障害の進行を阻害するための医薬組成物
であって、有効量のグリセリルトリベンゾエート及び/又はグリセリルジベンゾエートを
含む医薬組成物。
【請求項８】
　1日1回患者に投与される、請求項7に記載の医薬組成物。
【請求項９】
　有効量が、50kgの患者に基づいた場合、1日1グラムから5グラムまでである、請求項7に
記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　有効量が、50kgの患者に基づいた場合、1日1.25グラムである、請求項7に記載の医薬組
成物。
【請求項１１】
　薬学的に許容される担体又は賦形剤をさらに含む、請求項7に記載の医薬組成物。
【請求項１２】
　経口投与される、請求項7に記載の医薬組成物。
【請求項１３】
　神経変性障害が、多発性硬化症、パーキンソン病、アルツハイマー病、うつ病、ハンチ
ントン病、認知症、記憶喪失障害及びそれらの任意の組合せからなる群から選択される、
請求項7に記載の医薬組成物。
【請求項１４】
　尿素サイクル障害の治療のための医薬製造用のグリセリルトリベンゾエート及び/又は
グリセリルジベンゾエート化合物の使用。
【請求項１５】
　グリセリルトリベンゾエート及び/又はグリセリルジベンゾエート化合物が、薬学的に
許容される担体又は賦形剤と共に組成物中に製剤化される、請求項14に記載の使用。
【請求項１６】
　尿素サイクル障害が、N-アセチルグルタミン酸シンターゼ、カルバモイルリン酸シンテ
ターゼ1、オルニチントランスカルバモイラーゼ、アルギニノコハク酸シンターゼ、アル
ギニノコハク酸リアーゼ、アルギナーゼ1及びそれらの任意の組合せからなる群から選択
される、請求項14に記載の使用。
【請求項１７】
　神経変性障害の治療のための医薬製造用のグリセリルトリベンゾエート及び/又はグリ
セリルジベンゾエート化合物の使用。
【請求項１８】
　グリセリルトリベンゾエート及び/又はグリセリルジベンゾエート化合物が、薬学的に
許容される担体又は賦形剤と共に組成物中に製剤化される、請求項17に記載の使用。
【請求項１９】
　神経変性障害が、多発性硬化症、パーキンソン病、アルツハイマー病、うつ病、ハンチ
ントン病、認知症、記憶喪失障害及びそれらの任意の組合せからなる群から選択される、
請求項17に記載の使用。


	header
	written-amendment

